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（趣旨）
第１条 この規程は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害が発
生し、又は発生するおそれがある場合において、その災害を未然に防止し、又は災害を最小限に
とどめるとともに、災害の復旧を図る（以下「防災」という。）ために、宮崎大学（以下「本学」
という。）における防災の教育・訓練及び組織その他防災に関し必要な事項について定める。

２ 防災については、宮崎大学防火管理規程その他法令に定めるもののほか、この規程の定めると
ころによる。

（定義）
第２条 この規程において「部局」とは、学部（附属施設等を含む。）、学び・学生支援機構、研
究・産学地域連携推進機構、国際連携機構、学内共同教育研究施設、安全衛生保健センター、情
報基盤センター、附属図書館及び事務局をいう。

２ この規程において「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。

（学長の責務）
第３条 宮崎大学長（以下「学長」という。）は、職員及び学生等（学生、生徒、児童及び園児を
いう。以下同じ。）並びに医学部附属病院における患者等の生命・身体並びに施設等を災害から
守り、教育・研究・診療機能の確保及び復旧並びに災害対策に関する必要な措置を講ずるものと
する。

（防災マニュアル等の作成）
第４条 学長は、本学の防災マニュアルを作成するものとする。
２ 部局長は、当該部局の実状に即した防災マニュアル等を作成し、職員及び学生等にこれを周知
するものとする。

（防災活動）
第５条 部局長は、日頃から次の各号に掲げる防災のための措置を講ずるものとする。
(1) 災害及び防災に関する知識の啓発並びに防災教育
(2) 防災訓練
(3) 施設、設備及び土地並びに危険物等の安全対策
(4) 情報の収集及び連絡体制の整備
(5) 避難経路及び避難場所の整備並びにその他の避難対策
(6) 飲料水、食料、医薬品等の災害時に必要な物資の調達対策
(7) その他防災に関する必要な事項

（防災対策委員会）
第６条 本学に、防災に関する施策等を審議するため宮崎大学防災対策委員会（以下「委員会」と
いう。）を置く。

２ 委員会の委員は、国立大学法人宮崎大学部局長等会議の構成員をもって組織する。
３ 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
４ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
５ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
６ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取する
ことができる。

（災害対策本部の設置）
第７条 学長は、災害が発生し、その負傷者等に対し学内外での応急処置を講ずる必要が生じた場
合には、緊急事態の宣言を発するとともに、宮崎大学災害対策本部（以下「災害対策本部」とい
う。）を設置しなければならない。



２ 前項の場合において、学長に事故があるときは別に定める代理者が、緊急事態の宣言を発する
とともに、災害対策本部を設置するものとする。

３ 災害対策本部は、必要な情報の収集と伝達、関係方面への連絡等すべての業務を統括するもの
とする。

４ 災害対策本部は、委員会の委員をもって組織する。
５ 災害対策本部に本部長を置き、学長又は第２項に規定する代理者をもって充てる。
６ 災害対策本部は、事務局に置くものとする。

（部局災害対策本部及び防災隊の設置）
第８条 災害発生時において、部局長が必要と認めたとき又は学長から指示があったときは、部局
長は、部局災害対策本部を設置し、部局災害対策本部長となり、部局の災害対策業務に当たるも
のとする。

２ 部局災害対策本部長は、当該部局の実状に即した防災隊を設置し、逐次災害の状況等を学長に
報告するとともに、必要に応じて指示を仰がなければならない。

（緊急事態宣言時の対応措置）
第９条 緊急事態の宣言が発せられたときは、災害対策本部は、直ちに次の各号に掲げる措置を講
ずるものとする。
(1) 災害の情報の収集及び伝達に関すること。
(2) 患者、職員及び学生等の安全確保に関すること。
(3) 診療に関すること。
(4) 学内の交通規制に関すること。
(5) 学内施設の使用等に関すること。
(6) その他防災上必要と認める事項

（部局間における相互協力）
第１０条 第４条、第５条及び第８条において、部局長が必要と認めるときは、複数の部局が共同
して対処することができる。

（災害救護班の組織及び派遣）
第１１条 本部長は、本学外において発生した災害に関して、次の各号の一に該当する場合は災害
救護班を組織し派遣することができるものとする。
(1) 災害時等における大学病院間の相互応援に関する協定（平成７年６月１日付け九州地区国立
大学医学部附属病院長締結）による場合

(2) 日本赤十字社宮崎県支部との協定（平成７年11月１日締結）による場合
(3) その他本部長が必要と認めた場合
２ 災害救護班は、医師、看護師及び事務職員等をもって編成するものとし、災害発生時に医療救
護活動の応援を行う。

（災害対策本部の解散）
第１２条 災害対策本部及び部局災害対策本部は、本部長が災害対策の終息の宣言を行ったときに
解散するものとする。

（雑則）
第１３条 この規程に定めるもののほか、防災に関し必要な事項は、学長が別に定める。

附 則
この規程は、平成16年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成17年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成18年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成19年４月１日から施行する。

附 則



この規程は、平成19年11月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成22年10月１日から施行する。

附 則
この規程は、平成29年４月１日から施行する。

附 則
この規程は、令和２年１月１日から施行する。

附 則
この規程は、令和４年10月１日から施行する。


